
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体燃料 料供給ノズルにより流動層ボイラ
に して燃焼を行う方法において、流動層ボイラの緊急停止時に前記燃料供給ノズルの
先端孔を閉止し、該燃料供給ノズル内に水又は空気を注入して該燃料供給ノズル内に残留
している ペースト状燃料を ことを特徴とする
流動層ボイラの緊急停止時における燃料供給ノズルの閉塞防止方法。
【請求項２】
　固体燃料を水等の液体と混合し 流動層ボイラに する燃料供給ノ
ズルにおいて、

こ
とを特徴とする流動層ボイラの燃料供給ノズル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、流動層ボイラに係り、特にペースト状燃料を使用する加圧流動層ボイラの緊急
停止時における燃料供給ノズルの閉塞防止方法及び燃料供給ノズルに関する。
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を水等の液体と混合したペースト状燃料を燃
噴出

前記 該ペースト状燃料の供給側へ排出させる

たペースト状燃料を 噴出
前記ペースト状燃料の供給管が後端に接続され先端に前記ペースト状燃料

を噴出する先端孔が形成された外管と、水又は空気の供給管が後端に接続され前記外管内
に同心状に挿通して設けられた内管と、該内管の内に移動自在に設けられ前記先端孔を閉
止可能に形成された栓と、該栓を管軸方向に移動させる駆動手段とを備え、前記内管の先
端は前記栓が前記先端孔を閉止する位置で前記外管内に連通する位置に配置されてなる



【０００２】
【従来の技術】
流動層ボイラにおいては、ボイラ内に数ｍｍの粒子を充填し、底部から空気を吹き込んで
粒子を流動させた状態（流動層）で燃料を供給し燃焼させる。燃料の供給法には乾式法と
湿式法とがあるが、燃焼性と供給動力費の面から、常圧式の流動層ボイラでは乾式供給法
、加圧式の流動層では湿式供給法が一般的である。特に本発明の対象とする加圧流動層ボ
イラでは、微粉炭等の固体燃料を水等の液体と混合してペースト状に形成し、ペースト状
燃料をポンプで圧送して燃料供給ノズルから流動層内に供給する。しかし、ペースト状燃
料は粘度が高いため流動層内に均一に分散供給するのが難しい。すなわち、燃料供給ノズ
ルの性能が悪いと、流動層内で燃料と空気比のアンバランスを生じ燃焼不良や流動層内温
度の不均一等が生じる。従来は、これに対処するため、ノズルには空気等のガスを入れ、
ペースト状燃料を小さな粒に分散して流動層内に噴出する機能を持たせたノズル（特開平
７－ 293813号公報参照）やバーナー・ランス（特開平６－ 317309号公報参照）等が提案さ
れている。
【０００３】
しかし、これらのノズルは、正常運転中には問題を生じないが緊急の停止時には、ノズル
内部にペースト状燃料が停滞し、流動層からの粒子の放射熱を受けて内部で固着する。す
なわち緊急停止するとノズルが閉塞して再立ち上げ（再始動）ができないという問題があ
る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来の流動層ボイラにあっては、緊急停止によって、燃料供給ノズル内のペースト状燃料
が固着し、燃料供給ノズルが閉塞して再立ち上げができないという問題がある。
【０００５】
本発明の課題は、緊急停止の際に、燃料供給ノズルが燃料の固着によって閉塞するのを防
止することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、流動層ボイラの緊急停止時に、燃料供給ノズルの先端孔を閉止し、

また燃料供給ノズルには、先端孔の閉止機構を具備し、さらにノズル内に残留している混
合燃料を系外に排出する機構を具備

さらに燃料供給ノズルには、流動層上方空間温度が流動層内温度より高くなった際に空
気量を増加する機構を付設してもよい。
【０００７】
本発明によれば、流動層の緊急停止時にノズル先端孔を閉止し、かつ残留している燃料を
加圧水等で系外に排出するため、燃料の固着が防止される。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明の一実施の形態を図１を参照しながら説明する。図１に示すように、燃料供給ノズ
ル６は固体燃料と液体との混合燃料（ペースト状燃料）を空気とともにノズル先端孔 21よ
り流動層内に供給するものであって、ノズル先端孔 21には、流動層４の運転を急停止する
際に、流動層４の熱の侵入による混合燃料の固着を防止するように閉止機構を具備する。
閉止機構は、中心で前後方向に移動自在に挿通された棒 15と、棒 15の先端に設けられた栓
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燃料供給
ノズルの先端孔を閉止し、燃料供給ノズル内に水又は空気を注入して燃料供給ノズル内に
残留しているペースト状燃料をペースト状燃料の供給側へ排出させることを特徴とする。

して構成することができる。つまり、燃料供給ノズル
は、前記ペースト状燃料の供給管が後端に接続され先端に前記ペースト状燃料を噴出する
先端孔が形成された外管と、水又は空気の供給管が後端に接続され前記外管内に同心状に
挿通して設けられた内管と、該内管の内に移動自在に設けられ前記先端孔を閉止可能に形
成された栓と、該栓をを管軸方向に移動させる駆動手段とを備え、前記内管の先端は前記
栓が前記先端孔を閉止する位置で前記外管内に連通する位置に配置されてなる構成とする
。



20と、棒 15の後端に接続された駆動装置 16とよりなり、栓 20によりノズル先端孔 21を閉塞
可能とする構成である。
【０００９】
また燃料供給ノズル６には、ノズル先端孔 21を閉止したのち第２の空間 23等に残留してい
る混合燃料を系外に排出する機構が付設されている。系外に排出する機構は、例えば第１
の空間 22に水管 12よりバルブＶ 12を経て注入した加圧水により、系外のＣＷＰ（ペースト
状燃料）タンク 18に排出するものである。
【００１０】
また燃料供給ノズルは、流動層上方空間温度が流動層内温度より高くなった際に空気量を
増加する機構を外周に付設している。空気量を増加する機構は、燃焼用空気管 10から第３
の空間 24への燃焼用空気の供給量を増加してＣＷＰの揮発分の燃焼を促進し、流動層４か
らの吹き抜けを防止するものである。
【００１１】
すなわち燃料供給ノズル６は中心に棒 15が前後方向に移動自在に挿通され、棒 15の後端に
駆動装置 16と、棒 15の先端に栓 20とが接続されている。そして栓 20の外周に設けられた第
一の管 31と、第一の管 31の外周に設けられた第二の管 32と、第二の管 32の外周に設けられ
た第三の管 33とが中心軸を同じにして同心状に配設されている。栓 20の外径は第１の管 31
の内径より数ｍｍ小さく、第１の管 31の内側空間である第１の空間 22は、系外の水管 12と
バルブＶ 12を経て、また空気管 11とバルブＶ 11を経て連通している。第１の管 31と第２の
管 32とで囲まれる第２の空間 23は、系外のＣＷＰ供給管９とバルブＶ９を経て、ＣＷＰ排
出管 17とバルブＶ 17を経て連通している。なお、ＣＷＰ排出管 17は受け入れタンク 18と接
続し、受け入れタンク 18にはバルブＶ 19を経てＣＷＰ抜き出し管 19と、バルブＶ 25を経て
均圧管 25とが接続している。第２の管 32と第３の管 33とで囲まれる第３の空間 24は、系外
からの燃焼用空気管 10とバルブＶ 10を経て接続している。そして第２の管 32は、冷却水管
13と冷却水出口管 14とに接続し、また先端部が閉口されているので冷却水を流通して燃料
供給ノズルを冷却するとともに、その先端部の中心側が中心方向に次第に肉厚になってノ
ズル先端孔 21を形成している。
【００１２】
通常運転中は、駆動装置 16により栓 20は第１の管 31内の先端より手前（後端側）に位置し
、系外からは第１の空間 22に空気を空気管 11から供給する。空気供給量はノズル先端孔 21
における流速が 30ｍ／ｓ程度を超えないようにする。これはノズル先端孔 21の摩耗の増加
を防止するためであり、また、空気供給量が少なすぎるとＣＷＰの噴出力が小さくなって
ＣＷＰを噴出できなくなるためである。第２の空間 23にはバルブＶ９を経てＣＷＰ供給管
９から燃料のＣＷＰを供給し、第１の空間 22からの空気によりノズル先端孔 21から噴出さ
せる。また、バルブＶ 10を経て燃焼用空気管 10からの燃焼用空気を第３の空間 24から供給
する。この燃焼用空気は燃料の揮発分に見合って供給量を制御する。
【００１３】
すなわち、ノズル先端孔 21から噴出したＣＷＰは 860℃、 10気圧の流動層内で瞬間に揮発
分と水蒸気とを発生し気泡となる。気泡には第１の空間 22から噴出した空気も混合し揮発
分の極く一部を燃焼するが、ほとんどの揮発分は燃焼することなく上昇して流動層を吹き
抜ける。しかし、燃焼用空気管 10から燃焼用空気を供給すると、気泡には燃焼用空気が吹
き込まれて揮発分の燃焼が促進され、流動層からの吹き抜けが防止される。石炭は産出地
により組成及び揮発分量が異なるが、本発明ではノズルの第３の空間 24から揮発分燃焼に
必要な燃焼用空気量を供給できるので石炭種が変っても燃焼用空気量を制御することによ
り揮発分の吹き抜けを防止できる。揮発分の吹き抜けが発生すると、流動層上方空間（フ
リーボード部）で燃焼が起り、フリーボード部での温度が流動層内温度より高くなる。し
たがって、フリーボード部温度が流動層内温度より高くなった場合に、ノズルの第３の空
間 24から供給する燃焼用空気量を増加する。
【００１４】
前記の通常運転に対し、流動層の粒子流動を急停止する緊急停止時での操作は以下のよう
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に実施する。
緊急停止時は種々のケースがあるが、ここでは燃料供給ノズルの冷却水以外はすべて停止
した場合を仮定する。緊急停止時はまずバックアップ用の電源、水及びガス系統が立ち上
げられる（動作をし始める）。その後、
（１）駆動装置 16を作動して棒 15を先端側に押し出し、栓 20でノズル先端孔 21を閉止する
。
（２）バルブＶ９，Ｖ 10，Ｖ 11を閉しバルブＶ 17を開にする（その他のバルブは閉）。
（３）バルブＶ 12を開けて水管 12から水を供給する。これにより第２の空間 23に充満して
いるＣＷＰは、ＣＷＰ排出管 17を流れて受け入れタンク 18に排出される。その後、バルブ
Ｖ 12を閉する。ついでバルブＶ 11を開け、空気管 11からの空気あるいは窒素等のガスで第
１の空間 22及び第２の空間 23に残留する水及び固形物を排出する。受け入れタンク 18に接
続するＣＷＰ抜き出し管 19は、受け入れタンク 18内に溜まった廃ＣＷＰ及び廃水等を排出
するためのものである。また、均圧管 25は図２に示す圧力容器１内の圧力と均圧にするた
めのもので、ノズル先端孔 21を閉止した栓 20に流動層ボイラからの逆圧がかからないよう
にするためのものである。
【００１５】
図２には他の実施の形態として前記いずれか一つの燃料供給ノズルを組み込んだ流動層ボ
イラを示す。圧力容器１内には流動層ボイラ２が設置されている。流動層ボイラ２には底
部に分散板５と、分散板５上には流動層４の流動粒子と、流動層４内には伝熱管３とが設
置されている。燃料供給ノズル６は流動層ボイラ２の側壁を貫通してノズル先端を流動層
４内に挿入している。コンプレッサからの流動燃焼用空気７を圧力容器１に供給し、流動
層ボイラ２の底部を経て流動層４に導入する。流動燃焼後のガスは燃焼排ガス管８から排
出し後続の機器へ至る。受け入れタンク 18に接続される均圧管 25は圧力容器１と接続し連
通している。通常運転時は均圧管 25のバルブＶ 25を開とし、バルブＶ 17，Ｖ 19は閉してい
る。これにより受け入れタンク 18内は常に圧力容器１内と均圧し、燃料供給ノズル６のノ
ズル先端の流動層内圧力とほぼ等しい圧力となる。すなわち、緊急停止時にノズル先端孔
21を栓 20で閉止した後、バルブＶ 17，Ｖ 12を開にしても（Ｖ９，Ｖ 11は閉）大きな逆圧が
かかることはなく、ノズル先端孔 21を閉止している栓 20が戻されることがない。
【００１６】
図３は他の実施の形態として異なる燃料供給ノズルの構造例を示す。この燃料供給ノズル
は、噴出空気 26によりＣＷＰ 27をノズル先端孔 21から供給するもので、緊急停止時には栓
20でノズル先端孔 21を閉じ、その後、噴出空気 26に換えて水を導入することにより、燃料
供給ノズル内に残留するＣＷＰを系外に排出でき、本発明の課題を達成できる。
【００１７】
また図４は燃焼用空気も燃料供給ノズルの先端から供給する他の実施の形態である。燃焼
用空気 28がノズル先端に向けて狭められる第３の空間 30より供給され、図３の説明と同様
に噴出空気 26に代えて水を導入することにより本発明の課題を達成できる。
【００１８】
さらに図５は図４に示す燃料供給ノズルの外周に燃焼用空気の供給を可能にした他の実施
の形態である。燃焼用空気 28がノズル先端に向けて狭められる第３の空間 30より供給され
るとともに、さらに燃焼用空気 29が第３の空間 30の外周に中心軸とほぼ平行に設けられた
第４の空間 35より供給され、この他の実施の形態も前記と同様に、噴出空気 26に代えて水
を導入することにより本発明の課題を達成できる。
【００１９】
本発明によれば、燃料供給ノズルは同軸の３重構造で、軸の中心に可動する棒を挿通し、
棒の先端にはノズル先端孔より太い栓を取り付け、後端は駆動装置に連結する。可動する
棒と栓の外側は栓より若干太い第１の管で囲う。第１の管の外側はさらに大径の第２の管
で囲う。第２の管の先端は狭められており、栓より小径にする。第２の管の外側はさらに
大径の第３の管で囲う。
【００２０】
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第１の管内に空気及び水の両方が供給できる水管と空気管とを各々バルブを経て接続する
。第１の管と第２の管とで囲まれる空間にはＣＷＰを供給できるＣＷＰ供給管とＣＷＰを
排出できるＣＷＰ排出管とを各々バルブを経て接続する。ＣＷＰ排出管の出口には受け入
れタンクを接続する。第２の管と第３の管とで囲まれる空間には石炭の揮発分を燃焼する
のに必要な燃焼用空気を供給する燃焼用空気管を接続する。なお、第２の管を冷却して燃
料供給ノズルが高温になるのを防止する。
【００２１】
通常時の運転では、流動層ボイラは 10気圧で流動層温度 860℃であり、ＣＷＰは供給管か
ら第１の管と第２の管とで囲まれる空間に圧送され、ノズル先端孔から 860℃の流動層内
に供給される。第１の管の内側には空気管から空気を供給し、ＣＷＰをノズル先端孔から
噴出する。空気は流動層内にＣＷＰを分散し小さな粒にする作用がある。ただし、空気量
が多くなるとノズル先端孔での噴出流速が早くなりノズル先端の摩耗が激しくなるので適
正量、好ましくはノズル先端孔での噴出流速が 30ｍ／ｓ以下で運転する。第２の管と第３
の管とに囲まれた空間には供給燃料の揮発分を完全燃焼するのに必要な空気量、あるいは
それに近い量の空気を供給する。これは、流動層に噴出したＣＷＰが急速加熱されて、水
蒸気や可燃性ガスの気泡となったところに助燃剤である酸素を効率よく混合し、流動層内
での燃焼を促進する作用がある。空気量が少ない場合は気泡中の可燃性ガスは燃え尽きる
ことなく流動層をすり抜けて流動層上方空間で燃焼し問題となる。また、空気量を増加し
ても、第１の管の内側から供給する空気と異なり、ノズル先端孔の噴出流速を早めること
がないため、ノズル先端を摩耗させることがない。特に有益な作用は種々の石炭に対応で
きることである。すなわち、石炭の揮発分は炭種ごとに異なるので、燃料供給ノズルから
の供給空気量を一定とした場合には揮発分の多い石炭では流動層上方空間の燃焼を起す。
しかし、本実施の形態の燃料供給ノズルは自由に空気量を制御できるので種々の石炭種の
燃焼に対応できる。好ましい空気量の制御は、流動層上方空間温度と流動層内温度とを測
定し、流動層上方空間温度＞流動層温度あるいは流動層上方空間温度＞目標温度の関係に
なると、空気量（第２の管と第３の管に囲まれた空間に供給する空気量）を増加する方法
で行う。このような通常運転に対し、緊急停止時は流動層の粒子流動が停止し、燃料供給
ポンプ及び燃料供給ノズルに導入されるすべてが停止する。停止時、流動層内には 860℃
の熱粒子があり、この熱粒子で燃料供給ノズル内のＣＷＰは乾燥され固着し閉塞する。こ
れを防止するため緊急停止時には、ノズル先端孔を閉止し、ＣＷＰ排出管に接続されるバ
ルブを開き、受け入れタンクをＣＷＰ受け入れ可能状態にする。水管から水を圧送してノ
ズル内のＣＷＰを受け入れタンクに排出する。空気管から空気あるいは窒素等のガスを供
給してノズル内に少し残る固体燃料及び水を排出する。
【００２２】
ここで、ノズル先端孔の閉止機構は、ノズル先端孔を閉止することで流動内の熱粒子の侵
入を防ぎ、水管からの水によって排出されるＣＷＰの流動層内への噴出を防止する作用が
ある。また水でＣＷＰを排出した後、ガスで排出するのは残留する水や固体燃料を完全に
ノズル内から排出するためである。
【００２３】
本発明によれば、緊急停止時においては燃料供給ノズル内に残留するペースト状燃料を系
外のタンクに排出し、その後にノズル内を水、空気等で洗浄するので閉塞を防止できる。
また燃料の流動層上での異状燃焼時には空気量を増加し、正常な流動層内燃焼が可能にな
る。
【００２４】
【発明の効果】
本発明によれば、運転急停止の際にノズル先端孔を閉止するため、流動層の熱の侵入によ
る混合燃料の固着が防止され、また内部に残留する混合燃料を系外のタンクに排出するの
で閉塞が防止される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態を示す断面図である。
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【図２】本発明の他の実施の形態を示す流動層ボイラに組み込んだシステムフローの図で
ある。
【図３】本発明の他の実施の形態を示す断面図である。
【図４】本発明の他の実施の形態を示す断面図である。
【図５】本発明の他の実施の形態を示す断面図である。
【符号の説明】
１　圧力容器
２　流動層ボイラ
３　伝熱管
４　流動層
５　分散板
６　燃料供給ノズル
７　燃焼用空気
８　燃焼排ガス管
９　ＣＷＰ供給管
１０　燃焼用空気管
１１　空気管
１２　水管
１３　冷却水管
１４　冷却水出口管
１５　棒
１６　駆動装置
１７　ＣＷＰ排出管
１８　受け入れタンク
１９　ＣＷＰ排出管
２０　栓
２１　ノズル先端孔
２２　第１の空間
２３　第２の空間
２４　第３の空間
２５　均圧管
２６　噴出空気
２７　ＣＷＰ
２８　燃焼用空気
２９　燃焼用空気
３０　第４の空間
３１　第１の管
３２　第２の管
３３　第３の管
３５　第５の空間
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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